
平成２２年

第１回市議会定例会 議案第５６号

函館市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

の一部改正について

函館市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例を次のように定める。

平成２２年２月２６日提出

函館市長 西 尾 正 範

函館市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

の一部を改正する条例

函館市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成５

年函館市条例第１４号）の一部を次のように改正する。

別表第１中

「

石川北第２地区地 都市計画法第２０条第１項の規定によ

を
区整備計画区域 り告示された函館圏都市計画石川北第２

地区地区計画において地区整備計画が定

められた区域

」

「

石川北第２地区地 都市計画法第２０条第１項の規定によ

区整備計画区域 り告示された函館圏都市計画石川北第２

地区地区計画において地区整備計画が定

められた区域

神山地区地区整備 都市計画法第２０条第１項の規定によ

計画区域 り告示された函館圏都市計画神山地区地

区計画において地区整備計画が定められ



た区域

に

石川北第３地区地 都市計画法第２０条第１項の規定によ

区整備計画区域 り告示された函館圏都市計画石川北第３

地区地区計画において地区整備計画が定

められた区域

昭和南地区地区整 都市計画法第２０条第１項の規定によ

備計画区域 り告示された函館圏都市計画昭和南地区

地区計画において地区整備計画が定めら

れた区域

」

改める。

別表第２函館駅周辺地区地区整備計画区域交通拠点Ａ地区の項第１号

中「別表第２（ち）項第３号および第４号」を「別表第２（ち）項第２

号および第３号」に改め，同表中

「

公共公益 桔梗南地区地区整備計画区域一

施設地区 般住宅Ａ地区の項イ欄に掲げるも を

の

」

「

公共公益 桔梗南地区地区整備計画区域一

施設地区 般住宅Ａ地区の項イ欄に掲げるも

の

神山地区地区 低層一般 次に掲げる建築物以外のもの

整備計画区域 住宅地区 (1) 住宅

(2) 兼用住宅（令第１３０条の３

に掲げるものをいう。）



(3) 共同住宅

(4) 幼稚園，小学校または集会所

(5) 保育所

(6) 診療所（患者を入院させるた

めの施設を有するものを除く。）

(7) 老人福祉センターまたは児童

館で，延べ面積が６００平方メ

ートル以下のもの

(8) 公衆電話所または令第１３０

条の４第３号もしくは第４号に

掲げるもの

(9) 前各号の建築物に附属するも

の（令第１３０条の５に掲げる

ものを除く。）

石川北第３地 一般住宅 桔梗南地区地区整備計画区域一

区地区整備計 地区 般住宅Ａ地区の項イ欄に掲げるも

画区域 の

公共公益 桔梗南地区地区整備計画区域一

施設地区 般住宅Ａ地区の項イ欄に掲げるも

の

沿道業務 (1) 老人福祉センター，児童厚生

地区 施設その他これらに類するもの

(2) 畜舎

(3) 法別表第２（り）項第３号お

よび第４号に掲げるもの，同表

（る）項第３号および第５号に

掲げるもの（同号に掲げるもの



にあっては，専修学校および各

種学校を除く。）ならびに同表

（を）項第２号から第４号まで に

および第８号に掲げるもの

(4) 劇場，映画館，演芸場もしく

は観覧場または店舗，飲食店，

展示場，カラオケボックスその

他これらに類する用途に供する

建築物でその用途に供する部分

（劇場，映画館，演芸場または

観覧場の用途に供する部分にあ

っては，客席の部分に限る。）

の床面積の合計が１０，０００

平方メートル（次に掲げる業種

（統計法（平成１９年法律第53

号）第２条第９項に規定する統

計基準である日本標準産業分類

に定める業種をいう。）に係る

店舗にあっては，５，０００平

方メートル）を超えるもの

ア 百貨店，総合スーパー

イ その他の各種商品小売業（

従業者が常時５０人未満のも

の）

ウ 各種食料品小売業

昭和南地区地 一般住宅 (1) 学校または図書館

区整備計画区 Ａ地区 (2) 老人ホーム，保育所，身体障

域 害者福祉ホームその他これらに

類するもの



(3) 公衆浴場

(4) 診療所（患者を入院させるた

めの施設を有するものに限る。）

(5) 法別表第２(は)項第３号およ

び第４号に掲げるもの

(6) 法別表第２(は)項に掲げる建

築物以外の建築物の用途に供す

るものでその用途に供する部分

の床面積の合計が５００平方メ

ートルを超えるもの

一般住宅 一般住宅Ａ地区の項イ欄に掲げ

Ｂ地区 るもの

」

改める。

別表第５中

「

を
公共公益 １８０平方メートル

施設地区

」

「

公共公益 １８０平方メートル

施設地区

神山地区地区 低層一般 １８０平方メートル

整備計画区域 住宅地区

複合住宅 １８０平方メートル

地区



石川北第３地 一般住宅 １８０平方メートル

区地区整備計 地区

画区域 に

複合住宅 １８０平方メートル

地区

公共公益 １８０平方メートル

施設地区

昭和南地区地 一般住宅 １８０平方メートル

区整備計画区 Ａ地区

域

一般住宅 １８０平方メートル

Ｂ地区

」

改める。

別表第６中

「

を
公共公益 敷地境界線までの距離 １メー

施設地区 トル

」

「

公共公益 敷地境界線までの距離 １メー

施設地区 トル

神山地区地区 複合住宅 敷地境界線までの距離 １メー

整備計画区域 地区 トル

石川北第３地 一般住宅 敷地境界線までの距離 １メー



区地区整備計 地区 トル

画区域 に

複合住宅 敷地境界線までの距離 １メー

地区 トル

公共公益 敷地境界線までの距離 １メー

施設地区 トル

昭和南地区地 一般住宅 敷地境界線までの距離 １メー

区整備計画区 Ａ地区 トル

域

」

改める。

別表第７中

「

一般住宅 １３メートル

Ｂ地区

を

複合住宅 １３メートル

地区

」

「

一般住宅 １３メートル

Ｂ地区

複合住宅 １３メートル

地区

神山地区地区 複合住宅 １３メートル

整備計画区域 地区



に
石川北第３地 一般住宅 １３メートル

区地区整備計 地区

画区域

複合住宅 １３メートル

地区

昭和南地区地 一般住宅 １３メートル

区整備計画区 Ａ地区

域

一般住宅 １３メートル

Ｂ地区

」

改める。

附 則

この条例は，函館圏都市計画神山地区地区計画，函館圏都市計画石川

北第３地区地区計画および函館圏都市計画昭和南地区地区計画の決定に

係る都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第１項の規定に

よる告示があった日から施行する。ただし，別表第２の改正規定（函館

駅周辺地区地区整備計画区域交通拠点Ａ地区の項の改正規定に限る。）

は，公布の日から施行する。

（提案理由）

神山地区地区整備計画区域，石川北第３地区地区整備計画区域および



昭和南地区地区整備計画区域内における建築物の用途，構造および敷地

に関する制限を定め，ならびに建築基準法の一部改正に伴い規定を整備

するため


